
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
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平
成
二
十
七
年
五
月
十
二
日

政
府
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
十
分
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

一

今
般
の
法
改
正
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
株
式
会
社
日
本
政
策
投
資
銀
行
に
よ
る
危
機
対
応
業
務
の
適
確
な
実
施
、
地
域
活
性

化
及
び
我
が
国
企
業
の
競
争
力
強
化
等
に
資
す
る
成
長
資
金
供
給
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
万
全
を
期
す
こ
と
。
そ
の
際
は
、

民
間
金
融
機
関
と
の
協
調
に
配
意
し
、
い
た
ず
ら
に
民
業
圧
迫
批
判
を
招
か
な
い
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

一

我
が
国
企
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
の
重
要
性
に
鑑
み
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
及
び
株
式
会
社
国
際
協
力
銀
行
に
お
い

て
、
競
争
力
の
あ
る
人
材
の
育
成
や
確
保
を
始
め
と
す
る
体
制
整
備
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

特
定
投
資
業
務
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
企
業
の
発
展
等
を
通
じ
た
地
域
活
性
化
に
積
極
的
に
貢
献
す
る
と
と
も

に
、
民
間
の
成
長
資
金
供
給
を
促
す
よ
う
、
適
切
な
運
用
に
努
め
る
こ
と
。
そ
の
際
、
同
業
務
は
民
間
に
よ
る
資
金
供
給
が

充
足
す
る
ま
で
の
過
渡
的
な
対
応
で
あ
り
、
そ
の
固
定
化
を
防
ぐ
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

日
本
政
策
投
資
銀
行
の
株
式
の
処
分
方
法
等
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
業
務
運
営
・
資
産
状
況
等
を
踏
ま
え
、
公
共

性
の
確
保
、
日
本
政
策
投
資
銀
行
の
目
的
遂
行
の
た
め
に
必
要
な
株
主
構
成
の
中
立
性
・
安
定
性
の
確
保
等
に
留
意
し
て
検

討
を
行
い
、
長
期
的
企
業
価
値
が
毀
損
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

一

日
本
政
策
投
資
銀
行
の
完
全
民
営
化
に
向
け
民
間
金
融
機
関
に
よ
る
危
機
対
応
業
務
へ
の
参
入
を
促
す
た
め
、
こ
れ
ま
で

の
危
機
対
応
業
務
に
基
づ
く
貸
付
債
権
の
状
況
等
の
開
示
を
促
す
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


